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支援業務の実施に関する計画 

・ 必要に応じて欄を広げて記載してください。 

・ 記載内容が多い場合や図表を用いる場合等で用紙が不足する項目は別紙でも構いません。その

場合は、欄内に「別紙○○参照」のように記載してください。 

1.業務名称等 

法第６２条第（一・二・三・四・五・六）号に掲げる業務 (該当する番号を選択) 

八女市社会福祉協議会権利擁護センター住まいづくり支援事業 

 

【組織及び運営に関する事項】 

2.主な業務地域 八女市 

3.組織体制 
法人の組織について、

支援業務に従事する

部分が分かるように

記載してください。 

（上記内容が分かる

組織図等でも可） 

別紙令和８年度八女市社協組織図参照 

4.人員体制 

支援業務に従事す

る人数・役割分等、

人員体制を記載し

てください。 

支援業務従事者数：３名 

 

（１）住宅確保要配慮者のセーフティネット住宅等への入居に係る情報提供及 

び相談援助 

（２）賃貸住宅等入居後の生活や福祉制度・生活支援サービス等の利用に関す 

る相談援助 

5.勤務体制 

営業日及び休日、

勤務時間等を記載

してください。 

１）営業日：月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日及び１２月２９日～翌 

１月３日までを除く。 

（２）営業時間：午前８時３０分から午後５時１５分（※相談専用携帯電話に 

より常時受付等が可能な状態とする。） 
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【支援業務の概要に関する事項】 

6.支援対象者 
八女市内に居住する住まいの確保に困難を有する高齢者及び障がい者（身体・

知的・精神）、子育て世帯、外国人、生活困窮者、建物火災による被災者等 

7.業務内容 
具体的な実施方法、 

委託等の有無及びそ

の内容等について記

載してください。 

 

要配慮者から対価を

得て行う場合におい

ては、当該業務の内

容、対価及び提供の条

件に関する事項を記

載してください。 

民間賃貸住宅や高齢者の生活特性に配慮した公的賃貸住宅、サービス付き高

齢者向け住宅等への高齢者の円滑な入居をすすめられるよう、これらの住宅に

関する情報提供、入居に関する相談及び助言並びに不動産関係団体等との連携

による入居支援等を実施するとともに、これらの住宅の入居者を対象に、日常

生活上の生活相談や指導、安否確認、緊急時の対応、一時的な家事援助等を行

う生活援助員を派遣し、関係機関・関係団体等による支援体制を構築する等、

地域の実情に応じた、高齢者等の安心な住まいを確保するための事業を行う。

具体的内容については下記のとおり。 

 

（１）法第 62条第二号に掲げる業務 

①物件探し等の入居相談支援 

②保証人紹介 

 保証人に関する相談があった場合は、八女市社会福祉協議会と連携し 

ている一般社団法人を紹介し、入居支援をすすめる。 

（２）法第 62条第三号に掲げる業務 

①日常生活相談支援 

②訪問や電話等による見守り 

③金銭・財産管理 

（３）法第 62条第五号に掲げる業務 

  下記を行うため、残置物の処理等に関するモデル契約条項活用に向けて

整備をすすめていく。 

①家財・遺品整理 

②死後事務（葬儀の手配等） 

 

  ※法第 62条第五号に掲げる業務については、必要が生じた場合に行う。 

 

 

 八女市社会福祉協議会で実施している制度の狭間の課題を抱える要配慮者へ

の相談支援事業をはじめ、八女市権利擁護センターによる日常金銭管理及び成

年後見制度の法人後見支援事業による財産管理、身上保護で培ったスキルやネ

ットワークを基盤として、より居住の確保が難しい方へのアプローチを行う。 

8-1.連携内容 
地方公共団体との連

携・協働に向けた取組に

ついて記載してくださ

い。 

 

福岡県居住支援法人連絡協議会への参加 

本会主催による、地方公共団体等との居住支援に関する会議・意見交換会・ケ

ース会議等を実施し、連携体制の構築に努める。 
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8-2.連携内容 
要配慮者の民間賃貸

住宅への円滑な入居の

促進に資する活動を行

う者及び要配慮者の福

祉に関する活動を行う

者との連携・協働に向け

た取組について記載し

てください。 

本会主催による、居住支援に関する学習会を開催。開催にあたり、地域の不動

産・福祉事業所等への参加を呼びかけ、事業の周知と連携体制構築に取り組む。 

 

不動産会社や福祉事業者の入居に関する不安、リスク等を把握し、住宅確保要配慮

者の入居時の環境を整える体制づくりに努める。入居後の家賃滞納や生活上でのト

ラブルに関係機関と連携しながら問題の解決に努めるとともに、地域住民や要配慮

者が安心して住める地域づくりをすすめる 

9.人材育成 
支援業務に係る人材

の確保及び資質の向上

に関する取組について

記載してください。 

福岡県居住支援協議会や研修会に参加し、要配慮者へ向けた支援について知識

を深めるとともに、他の法人の取り組み等を把握し支援の向上に努める。 

 
10.実施効果等 
要配慮者の生活安定

向上にどのように寄

与するか等を記載し

てください。 

住宅確保要配慮者の減少効果が見込まれるとともに、登録住宅への入居者の

増加にともない、空き家・空き室の軒数が減少し地域の治安維持につながる。

また、住宅確保要配慮者を地域とつなぐことにより、登録住宅への入居者の

見守りや生活支援サービスにつなげることができ、安心安全な生活の確保と

独居高齢者や老老介護の世帯の登録住宅への入居支援及び孤立死や介護難

民を未然に防止することができる。 

 



２  事務所・ 組織機構及び事業体制

　 地域福祉活動の主体と 場を、 住民と 小地域に求め、 日常

生活圏域における 相談から 支援まで、 制度によ る サービ ス

のみなら ず、 ボラ ン ティ アなどによ る 支援活動も あわせて

一体的、 総合的な活動の展開を めざ し ます。 ま た、 本所・

支所のそれぞれの地域特性を 考慮し 、 円滑な事業展開に努

めます。

●●●地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係

●●●在宅福祉係在宅福祉係在宅福祉係

●●●総務係総務係総務係

●●●地域福祉係・ 相談支援係地域福祉係・ 相談支援係地域福祉係・ 相談支援係地域福祉係・ 相談支援係地域福祉係・ 相談支援係地域福祉係・ 相談支援係

社会福祉会館

〒 8 ３ ４ －０ ０３１
八女市本町５ ９ ９ 番地
電　 話　 ２ ３ －０ ２ ９ ４（ 代表）
Ｆ Ａ Ｘ 　 ２ ３ －０ ２ ４ ２

総合保健福祉センタ ー「 かがやき 」

〒８３ ４－０ ０７４
八女市立花町谷川１１５６ 番地
電　 話　 ３ ７ －０ ０ ３ ６
Ｆ Ａ Ｘ 　 ３ ７ －０ ０ ８ ３

地域福祉センタ ー

〒８３ ４－１１０２
八女市上陽町北川内１ ２ ３ 番地１
電　 話　 ５ ４ －３ ６ ２ ９
Ｆ Ａ Ｘ 　 ５ ４ －３ ８ ４ ７

高齢者生活福祉センタ ー

〒８３ ４ －１４ ０２
八女市矢部村矢部字福取田地内
電　 話　 ４ ７ －３ １ ２ ３
Ｆ Ａ Ｘ 　 ４ ７ －３ １ ２ ４

地域交流センタ ー「 ふじ の里」

〒８３ ４－１２１６
八女市黒木町桑原２ ０ ７ 番地１
電　 話　 ４ ２ －２ １ ３ １
Ｆ Ａ Ｘ 　 ４ ２ －３ ９ ５ ９

総合保健福祉センタ ー「 そよかぜ」

〒８３ ４ －０２０１
八女市星野村１０７ ７５ 番地１４
電　 話　 ５ ２ －３ １ ６ ５
Ｆ Ａ Ｘ 　 ５ ２ －３ ５ １ ８

●●●地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係

●●●在宅福祉係在宅福祉係在宅福祉係

●●●福祉施設係福祉施設係福祉施設係福祉施設係福祉施設係福祉施設係

●●●地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係

●●●在宅福祉係在宅福祉係在宅福祉係

●●●地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係

●●●在宅福祉係在宅福祉係在宅福祉係

●●●福祉施設係福祉施設係福祉施設係福祉施設係福祉施設係福祉施設係

●●●地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係地域福祉係

●●●在宅福祉係在宅福祉係在宅福祉係

理 事 会

会 　 長

副 会 長

常 務 理 事

事 務 局 長

評 議 員 会 監  　 事

総 務 課 長 福 祉 課 長

本 　 所
上 陽 支 所

支所長
黒 木 支 所

支所長
立 花 支 所

支所長
矢 部 支 所

支所長
星 野 支 所

支所長

本所・ 支所地域福祉係の共通事業

● ふれあいのまちづく り 事業（ サロン支援等）

● ボラ ンティ アセンタ ー事業

● 生活支援コ ーディ ネータ ーの配置

● まるごと サポータ ー（ 相談支援包括化推進員） の配置

● 日常生活自立支援事業

● 福祉資金貸付事業

● 社協会費・ 赤い羽根共同募金を活用し た地域福祉活動の支援

● 福祉部会・ 福祉委員等の設置推進事業

● 福祉総合相談センタ ー事業


